
●これまでの検討協議会の検討状況
「府中市基地跡地留保地利用計画検討協議会」では、利用計画の策定に関する事項について、平成29年10月から

多くの議論が行われてきました。第１号でご紹介した内容以降に開催された協議会の検討状況について、ご紹介します。

なお、会議の詳細につきましては、市政情報公開室、中央図書館、白糸台図書館、西府図書館、ホームページでも

公開しています。

第５回 民間主体の機能に係る市の考えへの意見、土地利用目標・方針案に関する検討
平成３０年６月２１日に開催された第5回協議会では、民間主体の機能に係る市の考えとそれまでの検討の経緯

を踏まえた、土地利用目標・土地利用方針イメージを3案示し、ご議論いただきました。

協議会からは、「市外からも人を呼び込み、府中市が活性化する土地利用」、「道路などの交通アクセス」など、

３案それぞれに対しご意見をいただきました。
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土地利用目標・土地利用方針イメージ

第６回 第2回市民ワークショップ及び民間意見募集実施報告、土地利用目標・方針・
整備方針案の検討

平成３０年９月１８日に開催された第6回協議会では、第2回市民ワーク

ショップと民間意見募集の実施報告を行うとともに、それらを踏まえて具体化し

た土地利用目標・方針案、共通する整備方針の案を示し、ご議論いただきました。

協議会からは、「市として譲れない部分は明確にし、それ以外は事業者の提案

に付き合いながら行うべき」、「公共利用の検討は、公共施設及びインフラ

マネジメントの考えに基づき、市としてどうしても使いたいものがあるかという

視点で検討すべき」、「土地利用目標は、緑は当該地活用の基本となる考え方

とし、その上で必要な考え方を盛り込んでいくべき」などのご意見をいただき

ました。

 

道路・交通ネットワークの
整備イメージ

第４回 第1回市民ワークショップの実施報告、公共主体の機能に係る市の考えの提示

公共主体の機能に係る市の考え(抜粋)平成３０年４月２６日に開催された第4回協議会では、市民の

方々と共に意見交換した第1回市民ワークショップの結果を報告

するとともに、公共主体の機能の導入を検討する際の市の考えを

示し、ご議論いただきました。

協議会からは、「新たな価値を創造し、昼間人口の増加や

にぎわいの創出を検討すべき」、「民間の誘致による税収増を

図るべき」、「PPP等の民間活力の活用をするべき」、「民間

機能と合わせた留保地全体のテーマの検討すべき」などのご意見

をいただきました。
※ 第1回市民ワークショップの結果については、府中基地跡地留保地ニュース第2号もご覧ください。

※第2回市民ワークショップの結果については、府中基地跡地ニュース第3号もご覧ください。



＜お問い合わせ先＞ 府中市 政策総務部 政策課
TEL ：042-335-4425 FAX ：042-336-6131

第7回 土地利用目標・方針・整備推進方策に係る検討（継続）
平成３０年１１月５日に開催された第7回協議会では、土地利用目標・方針案を1つに集約し、実現に向けた

整備推進方策について具体的な案を提示しました。また、土地利用開始までの検討イメージ、継続的に検討を進め

てきた公共及び民間それぞれの主体の機能に係る市の意見を整理し、提示しました。

協議会からは、「市の施設としての検討は、スクラップアンドビルドを前提として検討すべき」とのご意見や、

民間事業者から提案をもらうためには「市が欲しいものは何か、的を絞ると見えてくるのではないか」という

ご意見、整備開始後も公共と民間が密に連携を図る必要があることから「今後具体的に計画を詰めていく段階では

関係者間での協議体を作った方が良い」などのご意見をいただきました。

整備推進方策の主な内容

第8回 答申案についての検討

○ 土地の利用を考えるにあたっての留意事項

・ 留保地は広大であるため、公民が連携して土地利用を検討できる手法を採用すること

・ 米軍施設については、留保地の土地利用にあたり重大な阻害要因となるため、返還の実現を目指すとともに、

一体的な土地利用の検討を行うこと

○ 土地を整備するにあたっての留意事項

・ 事業の段階に応じて関係主体を包含する協議体を組織し、有効に活用すること

・ 事業の実施に当たっては、国の補助金を活用するなど、事業全体の費用負担の低減等を検討すること

○ 整備した土地を利用するにあたっての留意事項

・整備完了後は、留保地全体の価値を高め、持続可能なまちづくりが実現するよう、適切なマネジメント体制

を構築すること

・ エリアマネジメントとして、市・市民・民間事業者などの多様な主体が一体となってまちづくりを推進・維持

する体制の構築について検討すること。

平成３１年１月２８日に開催された第8回協議会では、これまでの協議会で

の議論を踏まえ、「府中基地跡地 留保地における目指すべき土地利用の在り

方について」として、答申の形式にとりまとめた案を示しました。また、市が

検討を進めている公共主体の機能に係る検討状況を示しました。さらに、当該

地利用意向の状況報告や、地域の皆様から頂いたご意見・ご要望についてご

報告しました。

検討協議会からは、小金井街道が2020東京オリンピックのロードレース

競技のコースになっているという点も踏まえた「小金井街道の歩行者空間の確

保について、暫定措置も含めて検討している状況として記載した方がよい」と

いうご意見や、公共が土地を取得する場合に用途によっては減額が行われる場

合があるといった観点から、「公共が整備するメリットが高いものは公共が整

備することで民間事業者に対してまちづくりへ寄与しやすい工夫を行うと良

い」などのご意見を頂きました。

民間主体の機能に係る市の認識(抜粋)

土地利用の方向性イメージ

緑地等の整備イメージ

 


